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軽自動車税  税制改正のお知らせ
　税制改正により、平成27年度から軽自動車税の税額が変更となります。また、平成28年度から環
境政策の一環として、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、税額が
引き上げとなります。

原動機付自転車および二輪車など
　原動機付自転車および二輪車などの税額については、平成27年度から次のとおり変更となります。

区　　分
年税額

平成26年度まで 平成27年度から

原動機付自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

小型特殊自動車
農作業用のもの 1,600円 2,400円
その他のもの（フォークリフトなど） 4,700円 5,900円

軽二輪車 125cc超250cc以下のオートバイ 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超のオートバイ 4,000円 6,000円

三輪および四輪の軽自動車
　平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、新しい税額が適用される他、新規検査から13
年経過した車両については、税額が引き上げとなります。なお、平成27年3月31日以前に取得した車両は、
新規検査から13年経過するまでは、現在の税額が適用されます。

区　　分

年税額
平成27年度から 平成28年度から

平成27年3月31日以前に
最初の新規検査をした車両

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車両

最初の新規検査から
13年を経過した車両

三輪（660cc以下） 3,100円  3,900円  4,600円

四輪以上
(660cc以下)

乗用（自家用） 7,200円 10,800円 12,900円
乗用（営業用） 5,500円  6,900円  8,200円
貨物（自家用） 4,000円  5,000円  6,000円
貨物（営業用） 3,000円  3,800円  4,500円

最初の新規検査について
　最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受け
る検査で、自動車検査証で検査年月を確認することができます。しかし、初年度の検査が平成15年10月14
日以前の場合は、検査した「月」が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。

▶問い合わせ　税務課市民税担当(内線235)

【自動車検査証イメージ】
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軽自動車やバイクなどの廃車・変更の届け出をお忘れなく軽自動車やバイクなどの廃車・変更の届け出をお忘れなく軽自動車やバイクなどの廃車・変更の届け出をお忘れなく

新名義人の印鑑

税務課市民税担当（内線235）

②税務課市民税担当（内線235）

検査登録事務所と税務課の両方
へ届け出が必要です

原動機付自転車
（125cc以下のもの）

車　　　種 届け出に必要なもの 届け出 ・ 問い合わせ

その他の二輪車
（125ccを超えるもの）

軽自動車
（三・四輪車）

小型特殊自動車
（農耕用トラクター
　など）

標識交付証明書
譲渡証明書
ナンバープレート
名義人の印鑑

名義変更

廃　　車
標識交付証明書

①検査登録事務所には
ナンバープレート
自動車検査証廃　　車
印鑑など

②市役所には 自動車検査証返納済証
譲渡証明書名義変更
新名義人の印鑑
自動車検査証返納済証
名義人の印鑑

廃　　車

手続きの種類により必
要書類が異なりますの
で、 届け出先に問い合
わせください

名義変更
廃　　車
住所変更   軽自動車検査協会埼玉事務所

  熊谷支所    050ー3816ー３１１２

  関東運輸局熊谷自動車検査
  登録事務所　 532－8122

①関東運輸局
　熊谷自動車検査登録事務所
　　　　　　　 532－8122

行田市・南河原村
ナンバーの車両

検査登録事務所
交付ナンバーの
車両「熊谷99め」
ナンバー

▶問い合わせ　同課市民税担当(内線235)

　軽自動車やバイクなどにかかる税金は、毎年４月１日現在の所有者(登録名義人)に課税されます。次のようなと
きは、必ず届け出をしてください。
・売買や譲渡により、所有者が変わった　・転出した　・車両を入れ替えた　・所有者が死亡した　・ナンバーが
付いているが、壊れてもう乗ることはない車両を所有している　・車両を盗まれてしまい、今は所有していない


